
立木の伐採にかかる手続き

No Yes

Yes No

No

届出 届出 許可 許可 許可 届出

届出 届出

主伐（皆伐・択伐）のみ

森林経営計画に基づく伐採

超える

森林法に係る
手続きは不要

保安林or普通林

保安林

主伐

択伐間伐

普通林

人工林 天然林

地域森林計画対象の
民有林

県

森林経営計画に
基づく伐採

市町認定or
県認定

Yes超えない

皆伐

市町

開発を伴う伐採

開発区域は1ha
を超えるか

伐採開始の日90～20
日前までに、市町担当
窓口に「保安林内間伐
届出書」を提出
（森林法第34条の3）

伐採開始の日90～20
日前までに、市町担当
窓口に「保安林内択伐
届出書」を提出
（森林法第34条の2）

伐採開始の30日前まで
に、市町担当窓口に
「保安林内立木伐採許
可申請書」を提出
（森林法第34条第1項）

伐採面積限度公表の日
から30日以内に、県担
当窓口に「保安林内立
木伐採許可申請書」を
提出
（森林法第34条第1項）

県への林地開
発許可申請が
必要
（森林法第10
条の2）

伐採開始の日90～30日
前までに、市町担当窓口
に「伐採及び伐採後の造
林の届出書」を提出
（森林法第10条の8）

伐採後30日以内に、市
町担当窓口に「森林経
営計画に係る伐採等の
届出書」を提出
（森林法第15条）

伐採後30日以内に、県
担当窓口に「森林経営
計画に係る伐採等の届
出書」を提出
（森林法第15条）

伐採終了後30日以内に
市町担当窓口に「保安
林内立木伐採届出書」
を提出
（森林法第34条）

伐採終了後30日以内に
県担当窓口に「保安林
内立木伐採届出書」を
提出
（森林法第34条）

造林完了日（森林以外の用途に転用する場
合は伐採完了日）から30日以内に、市町担
当窓口に「伐採及び伐採後の造林に係る森
林の状況報告書」を提出


